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＜今回の相談事例＞ 

遠方の見知らぬ業者から電話があり、「平成が終わるので、天皇・皇后 

両陛下の写真集を販売する。金額は 35,000 円で商品が届いてからの支 

払いでよい。」と言われた。興味はあったが、聞いたことのない業者だっ 

たので断ったのだが、１週間後に商品が届いた。受け取りを拒否したら 

宅配業者に迷惑がかかると思い受け取った。中に振込用紙が入っている 

ようだが、返品したい。               （８０代女性） 

                                                     
【アドバイス】 

●注文した覚えがない商品が送られて来たら「受取拒否」をしましょう。 
天皇陛下の退位に便乗して、「アルバムや掛け軸等を買わないか。」という電話がかか

ってきたという相談が寄せられています。必要のない場合は、きっぱり断りましょう。

それでも送られてきた場合は、受取拒否をしましょう。受取拒否をしても宅配業者に

迷惑がかかることはありません。その際は念のために、送り主の名前や連絡先をメモ

しておきましょう。 

●もしも受け取ってしまった場合は・・・ 
もしも、注文していない商品を受け取ってしまった場合は、届いた日から１４日間、

商品を開封せずに保管しておけば、その後は自由に処分することができます。商品を

手元に置いておきたくない場合は、着払いで送り主に返送することができます。 

●困った時は、すぐに消費生活センターに相談しましょう！ 
 

        ニセ電話詐欺に要注意！ 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

門 司【門司区役所東棟１Ｆ】        ☎３３１－８３８３ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

若 松【若松区役所２Ｆ】            ☎７６１－５５１１ 

八幡東【八幡東区役所本館２Ｆ】         ☎６７１－３３７０ 

八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

消費者ホットライン ☎１８８
 いやや！

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 
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